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議 会 運 営 委 員 会 記 録（Ｎｏ.21） 
 
 
１ 日  時   令和８年１月２３日（金） 
         午前１０時００分 開会  

午前１０時０５分 閉会 
 
 
２ 場  所   議会運営委員会室  
 
 
３ 出席委員（８人） 
   委 員 長  西 田   一   副 委 員 長  松 岡 裕一郎  

   委    員  菊 地 公 平   委    員  佐 藤 栄 作  

   委    員  冨士川 厚 子   委    員  小 宮 けい子  

   委    員  森   結実子   委    員  山 内 涼 成  
 
 
４ 欠席委員（０人） 
 
 
５ 出席説明員 
   総務市民局長  三 浦 隆 宏   総 務 部 長  滝     剛  

総 務 課 長  荒 田 政 二   議会担当課長  平 野 雄 士  
 
 
６ 事務局職員 
   事 務 局 長  天 本 克 己   総 務 課 長  原 田 健 二  

   議 事 課 長  木 村 貴 治   政策調査課長  清 水 俊 哉  

   広報・政務活動費担当課長   河 田 守 胤   議 事 係 長  佐々木 雄一郎  

書    記  河 野 裕 一  

                              外 関係職員  
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７ 付議事件及び会議結果 

番号 付 議 事 件  会 議 結 果  

１ 令和８年２月定例会会期日程案について  資料№１のとおり確認。 

２ 市歌斉唱への参加団体について  資料№２のとおり確認。 

３ 

議会運営上の協議事項について 

(1)及び(2)について、市民とともに

北九州から取下げの申出があり、取下

げを決定。 

(1) 顔写真付きの執行部職員名簿の配付につい

て（№６） 

(2) 人事議案の提出時期について（№９） 

 

８ 会議の経過 

○委員長（西田一君）開会します。まず、令和８年２月定例会会期日程案について、事務局の

説明を求めます。議事課長。 

○議事課長 資料ナンバー１をお願いいたします。２月定例会につきましては、現在のところ、

２月19日に招集する予定であるとの連絡を執行部から受けておりますので、同日を開会日とす

る会期日程案を、従来の例に倣って作成しております。会期は２月19日から３月25日までの35

日間でございます。 

具体的には、２月19日は本会議で、市長の提案理由説明、２月26日から３月５日までは、本

会議で、代表質疑及び一般質疑、６日及び９日は、常任委員会、10日は本会議で、当初予算議

案以外の議案の採決でございます。10日から19日までは、予算特別委員会を設置し、予算議案

の審査でございます。23日は常任委員会で、請願・陳情の審査、24日は予算特別委員会、25日

は本会議で、当初予算議案の採決でございます。 

この日程でいきますと、請願・陳情の締切り日は、点字分が２月12日、点字以外の一般分が

18日となります。 

なお、予定どおり２月定例会が２月19日に招集される場合には、その７日前に当たる２月12

日に議会運営委員会を開催し、市長提出議案の確認や、正式な会期日程の決定などを行ってい

ただくこととなります。以上でございます。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

次に、市歌斉唱への参加団体について、２月定例会の担当会派は自民党・無所属の会ですの

で、参加団体について、御説明をお願いします。 

○委員（菊地公平君） 資料ナンバー２をお願いします。参加団体について御説明します。 

参加団体は門司少年少女合唱団です。この合唱団は昭和41年発足で、今年、2026年に創立60
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周年を迎える児童合唱団です。小学校１年生から高校３年生までが活動しておりまして、毎週、

門司生涯学習センターで練習、活動をしています。歌唱技術の向上のみならず、礼儀作法や協

調性の育成等力を入れており、中学生がリーダーとしてチームをけん引しております。 

主な活動としては定期演奏会、クリスマスコンサート、門司港駅のグランドオープンのとき

も出演されております。そのほか、海外での公演等もしたことがございます。60年の活動を通

じまして、地域に根差した存在となっておりまして、世代を超えた地域の好循環、つまり元団

員のお子さんがまた入っていたりとかですね、そういった形で非常にいいつながりができてお

ります。 

当日の実施方法は演壇前で斉唱。議員、執行部ともに起立のうえ、一緒に市歌の斉唱をお願

いします。説明は以上です。 

○委員長（西田一君）ただいまの説明のとおり確認願えますか。 

（異議なし） 

では、そのとおり確認します。 

次に、議会運営上の協議事項についてを議題といたします。資料ナンバー３をお願いいたし

ます。資料に記載の協議事項のうち６番、９番の２件について、提出会派の市民とともに北九

州さんから取り下げたいとの申出があっております。取下げについて、御説明をお願いします。 

○委員（森結実子君）まず、協議事項６番、顔写真付きの執行部職員名簿の配付については、

執行部職員の異動があった際に、各委員会において開会前に補職名や氏名等が掲載された名簿

を配付することで人事紹介を行っていただいていますが、その名簿に顔写真を追加することは

できないかと考え、協議事項として提案しました。 

 また、協議事項９番、人事議案の提出時期については、人事議案については、会期最終日前

日の議会運営委員会において議案の説明を受けていますが、会派内で十分に議論する時間を確

保するため、人事議案の提出を早めていただくことはできないかと考え、協議事項として提案

しました。 

両提案については、会派内で引き続き協議してまいりましたが、会派内でも様々な意見が出

され、課題があることも分かったため、このたび提案を取り下げさせていただきたいと思いま

す。以上です。 

○委員長（西田一君）では、ただいま市民とともに北九州さんから申出のありました２件につ

いて、協議事項から取り下げることに御異議ありませんか。 

（異議なし） 

 では、そのとおり決定します。 

ほかになければ、本日は、これで閉会します。 

           議会運営委員会  委 員 長   西 田   一  ㊞                     


